
課　長 担当主幹 担当主幹 担当副主幹 担当 受付 審査

　　　　住　　　所

　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

新設 ・ 改造

撤去 ・ 廃止 　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　給　水　管　所　有　者 　　　　住　　　所

水道技術管理者 課長 担当主幹 担当主幹 担当副主幹 受　付 審　査

・

新設 ・ 改造

　（宛先）津 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者

　　　水道事業給水条例第３２条及び第３４条の規定に基づき、次のとおり申請します。

　　　新規給水加入金、設計審査手数料及び給水装置工事検査手数料については津市

工事店番号

指針

　

受　　領　　印

　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　

令和　　 年 　　月 　　日
竣　工
検　査

令和　　 年 　　月 　　日　㊞   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定給水装置工事事業者

メーター
番  号

メーター種別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

廃止 　　弊社　　　　　　　　　　　　　　は、この給水装置工事跡の舗装本復旧については舗装工事を業としない関係上、現在舗

装業者への施行を依頼してありますが、施行までに日数を要します。このため現状の舗装復旧において、給水装置を検査

していただき、合格であることが確認できましたら、給水申込みを認めいただくようお願いします。
令和　　　　　年　　　　　月　　　　日　　

　なお、本復旧については　　　月　　　日までに施行をいたします。また、給水装置工事の竣工となります本復旧完成まで

は弊社の責任において維持・管理することを誓約します。

工
　
期

着　　工 令和　　 年 　　月 　　日 中間検査

竣　工

無
下水・ガス・その他（　　　　　　）

令和　　 年 　　月 　　日　㊞

有

誓　　　　　約　　　　書
受　　　　　付

給　水　装　置  工　事　 竣  工  届
　　　（宛先）　津　市　上　下　水　道　事　業　管　理　者　　　様

撤去 ・

　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　

担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞他工事との同時施工

指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者

所　在　地 三重県津市殿村５番地 用　　　　　途 　　なお、万一私の建築する建物が建築基準法に違反する場合は、工事用のみで改造部分の給水管を接続されな

くても一切異議は申しません。

名　　　称 　　津市上下水道事業局　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
・一般用　・その他
・一時用 （　　　　）

装
置
所
有
者

住　　　所 水  栓  番  号

誓
　
　
約
　
　
書

　（宛先）　津　市　上　下　水　道　事　業　管　理　者

　私は、工事用として給水装置新設工事の申込みをしますが、建築基準法に基づき建築確認が現段階では添付で

きませんので、給水装置改造工事申込み時点で建築確認済み証明書を添付いたしますから受理して下さるようお

願いします。
氏　　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞  第　　　　　　　　　　号 

装 　置　 場 　所 　津  市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

連　絡　先 　　－　　　　　　－

　　　　この給水装置工事完成のうえは、維持管理の都合上、公共用地に属する部分の給水装置につい

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　

メーターの口径 　　　ては、これを寄付いたします。

㎜　

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　

受 　　領　　 印

　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

寄
　
付
　
採
　
納

　　（宛先）　津　市　上　下　水　道　事　業　管　理　者

申
　
込
　
者

フ　リ　ガ　ナ

住　　　所

　　家 　屋 　所 　有 　者

　　土　 地　 所 　有 　者 　　　　住　　　所

給　水　装　置  工　事　申　込　書
受　　　    　付

令和　　　　　年　　　　　月　　　　日　　

利
害
関
係
人
の
同
意

　左記給水工事の施行について、家屋・土地・水道管を使用することを承諾します。担当

廃
止


